
● 市の木   し い　　● 市の花   ゆ り　　● 市の鳥   ひばり

● 10 月１日～
　 石岡市区域指定制度が施行されます　  P2

主　な　内　容

● 地域包括支援センター
　 高齢者の生活を応援します　　　　　  P4 

● 「元気いしおか商品券」
　 8月 4日から販売開始　　　　　　　  P7

● 納涼市民盆踊り大会　　　　　　　   P12

＊「広報いしおか」は、最寄りの公共施設、金融機関、市内コンビニエンスストア、石岡駅、高浜駅においてあります。

赤
　
滝

　
十
三
塚
果
樹
団
地
か
ら
風
返
峠
へ
向
か
う
県
道

42
号
線
か
ら
、
林
道
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
赤
滝
が

あ
り
ま
す
。

　
耳
を
澄
ま
す
と
、
静
寂
の
中
に
岩
肌
を
流
れ
る

水
の
音
と
鳥
の
声
が
響
い
て
き
ま
す
。

（
小
　
幡
）
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10
月
１
日
か
ら
、
区
域
指
定
制
度

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

市
街
化
調
整
区
域
内
に
古
く
か
ら

あ
る
集
落
で
は
、
高
齢
化
な
ど
が
進

み
、
人
口
が
減
少
す
る
衰
退
化
現
象

が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
新
た
な
住
宅
な
ど
の
立

地
を
可
能
と
す
る
こ
と
で
集
落
を
維

持
し
や
す
く
す
る『
区
域
指
定
制
度
』

が
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
石
岡
市
都
市
計
画
法
の
規
定
に
よ
る
開
発
行
為

の
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
改
正
）

●
問
い
合
わ
せ　

建
築
住
宅
指
導
課

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
線
４
２
２
）

石
岡
市
区
域
指
定
制
度
が
施
行
さ
れ
ま
す

10 月 1 日～
　

区
域
指
定
と
は
、
市
街
化
調
整
区
域

内
の
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
区
域
で
、

既
存
集
落
の
維
持
・
保
全
を
目
的
に
、

申
請
者
の
集
落
出
身
要
件
を
問
う
こ
と

な
く
誰
に
で
も
住
宅
な
ど
の
建
築
を
許

可
す
る
も
の
で
す
。

　

許
可
に
あ
た
っ
て
は
、
建
物
の
用
途

や
道
路
の
幅
員
な
ど
、
基
準
を
満
た
す

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
土
地
売
買
に

は
注
意
く
だ
さ
い
。

区
域
指
定
対
象
地
内
で
の

　
　
　
　
　建
築
行
為
の
注
意

染谷（染谷農村センター周辺地区）

北府中一丁目～三丁目の一部

杉並一丁目～四丁目
杉の井、行里川の一部

東府中、八軒台の一部

東大橋
（東大橋公民館、香取公民館周辺地区）

中津川、北根本の一部

三村（三村小学校、水内公民館周辺地区）

三村（大原公民館周辺地区）

三村、石川（御前山公民館、下石川農村
集落センター、台石川公民館周辺地区）

石川（中台、中丸周辺地区）

井関（盛賢寺、琴平神社周辺地区）

区域指定位置図

石川、井関（関川小学校、
関川地区ふれあいセンター
周辺地区）

市街化区域から
1kmの範囲 

市街化区域界

●区域指定制度の種別は、市街化
区域から 1km 以内の 11 号区域と
1km超の 12号区域があります。
●対象区域は、道路や排水路などの
公共施設が一定水準整備された市街
化調整区域内の既存集落です。

12 号区域
11 号区域
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国
民
健
康
保
険
加
入
者
へ

　

国
保
加
入
者
で
、
世
帯
主
と
加
入
者
全
員
が
住
民
税
非
課
税

の
場
合
は
、
標
準
負
担
額
減
額
認
定
の
申
請
を
す
る
と
、
入
院

時
食
事
代
な
ど
の
負
担
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

減
額
認
定
証
と
限
度
額
適
用

認
定
証
は
、
申
請
受
付
月
の
初

日
か
ら
適
用
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
前
年
度
標
準
負
担
額

の
認
定
を
受
け
た
人
の
、
90
日

を
超
え
る
入
院
時
食
事
代
は
、

申
請
月
の
翌
月
か
ら
適
用
に
な

り
ま
す
。

入
院
時
食
事
代
の
標
準
負
担
額
（
一
食
当
た
り
）

区　
　
　

分

一
般
病
床

療※
１

養
病
床

一
般

２
６
０
円

４
６
０
円

住
民
税
非
課
税
世
帯

低※
２
所
得
者
Ⅱ

過
去
12
か
月
の

入
院
日
数

90
日
ま
で
の
入
院

２
１
０
円

２
１
０
円

90
日
を
超
え
る
入
院

１
６
０
円

低※
３
所
得
者
Ⅰ

１
０
０
円

１
３
０
円

　

70
歳
未
満
の
国
保
加
入
者
で
、
入
院
な
ど
で
自
己
負
担
額
が

一
定
以
上
に
な
る
場
合
は
、
医
療
費
の
全
額
を
支
払
わ
ず
自
己

負
担
限
度
額
の
み
の
支
払
い
と
な
り
ま
し
た
。

※
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
世
帯
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

自
己
負
担
限
度
額
（
年
３
回
ま
で
月
額
）

区　
　

分

世
帯
単
位

住民税
課
税
世
帯

一
般

８
万
１
０
０
円

医
療
費
が
26
万
７
千
円
を
超
え
た
場

合
は
そ
の
超
え
た
分
の
１
％
を
加
算

上
位
所
得
者

15
万
円

医
療
費
が
50
万
円
を
超
え
た
場
合

は
そ
の
超
え
た
分
の
１
％
を
加
算

非
課
税
世
帯

３
万
５
４
０
０
円

〜
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
〜

　

国
保
加
入
者
で
、
世
帯
主
と
加
入
者
全
員
が
住
民
税
非
課
税

の
場
合
は
、
限
度
額
適
用
認
定
の
申
請
を
す
る
と
一
か
月
の
自

己
負
担
限
度
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

自
己
負
担
限
度
額

区　
　

分

外
来

（
個
人
単
位
）

外
来
＋
入
院

（
世
帯
単
位
）

住民税
課
税
世
帯

一
般

１
万
２
０
０
０
円

４
万
４
４
０
０
円

現
役
な
み
所
得
者

４
万
４
４
０
０
円
　
　
　

    　
　

８
万
１
０
０
円

医
療
費
が
26
万
７
千
円
を
超
え
た
場

合
は
そ
の
超
え
た
分
の
１
％
を
加
算

非
課
税
世
帯

低※
２
所
得
者
Ⅱ

８
０
０
０
円

２
万
４
６
０
０
円

低※
３
所
得
者
Ⅰ

８
０
０
０
円

１
万
５
０
０
０
円

自
己
負
担
限
度
額

70
歳
以
上

75
歳
未
満

〜
限
度
額
適
用
認
定
証
〜

●
高
額
療
養
費
の
限
度
額

●
入
院
時
食
事
代

※
１　

療
養
病
床
（
65
歳
以
上
）
で
は
、
食
費
と
は
別
に
居
住
費
（
３
２
０
円
／
日
）
が
自
己

　
　
　

負
担
で
す
。

※
２　

低
所
得
者
Ⅱ
…
70
歳
以
上
で
、
世
帯
主
と
国
保
加
入
者
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
場
合

※
３　

低
所
得
者
Ⅰ
…
70
歳
以
上
で
、
世
帯
主
と
国
保
加
入
者
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
、
か

　
　
　

つ
収
入
金
額
か
ら
必
要
経
費
を
差
し
引
い
た
所
得
金
額
が
０
円
と
な
る
場
合

制度を受けるには
申請が必要です

❶
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

❷
認
め
印

❸
世
帯
に
、
平
成
20
年
中
の
所
得
が
未
申
告

の
人
ま
た
は
、
扶
養
し
て
い
る
人
が
い
る
場

合
は
、
そ
の
収
入
が
分
か
る
も
の
（
給
料
・

年
金
・
報
酬
の
源
泉
徴
収
票
な
ど
）

❹
平
成
21
年
８
月
１
日
以
降
90
日
以
上
入
院

し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
、
入
院
日
数
が
分
か

る
も
の
（
領
収
書
・
入
院
証
明
書
な
ど
）

「
入
院
時
食
事
代
」
や
「
高
額
療
養
費
の
限
度
額
」
が
減
額
に

八
郷
総
合
支
所 

市
民
窓
口
課

☎
４
３
・
１
１
１
１

　
　
　
（
内
線
１
１
２
６
）

●
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

　

市
役
所 

保
険
年
金
課

　

☎
２
３
・
１
１
１
１

　
　
　
　

 （
内
線
１
６
４
）

申請に必要なもの

70
歳
未
満

毎
年
８
月
１
日
が
切
り
替
え
で
す

入
院
時
食
事
代
の
標
準
負
担
額
（
一
食
当
た
り
）

〜
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
〜

〜
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
〜



　

高
齢
者
の
家
を
訪
問
し
、
生
活
や

介
護
の
相
談
が
あ
っ
た
場
合
、
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
げ
ま
す
。
そ
の

際
、
心
身
機
能
の
状
態
を
確
認
す
る

た
め
に
、
生
活
機
能
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
を
使
用
し
ま
す
。

　

介
護
予
防
に
興
味
の
あ
る
市
民
を

対
象
に
、
地
区
の
公
民
館
な
ど
で
、

　

高
齢
者
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る

家
族
や
支
援
者
を
対
象
に
、
意
見
交
換

会
や
食
事
会
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
普
段
介
護
に
従
事
し
て

い
る
家
族
な
ど
を
、
一
時
的
に
介
護

か
ら
解
放
し
、
交
流
の
機
会
を
持
つ

こ
と
で
、
心
身
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し

て
も
ら
う
た
め
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

〰
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
、

　
　

高
齢
者
世
帯
の
個
別
訪
問

〰
介
護
予
防
教
室

〰
家
族
介
護
者
な
ど
の
交
流
会

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
高
齢
者
が
住
み

慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
く
生
活
で
き
る
よ
う
支

援
す
る
た
め
の
機
関
で
す
。

　

今
回
は
、
協
力
機
関
で
あ
る
「
在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
」
を
紹
介
し
ま
す
。

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
【
６
か
所
】

　

市
で
は
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族
が
、
必
要
な
保
健
・
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
相
談
窓

口
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

市
か
ら
委
託
さ
れ
た
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
医
療
や
福
祉
に
携

わ
る
専
門
職
（
保
健
師
・
社
会
福
祉
士
な
ど
）
が
配
置
さ
れ
、
次

の
よ
う
な
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
３
５
・
１
１
２
７

高
齢
者
の
生
活
を
応
援
し
ま
す

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

● 

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　や
さ
と

☎
４
３
・
０
８
１
１

担
当
地
区
：
小
桜
・
小
幡
・
吉
生
・
柿
岡
・
葦
穂

● 

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　セ
ン
チ
ュ
リ
ー
石
岡

☎
２
７
・
０
０
０
１

担
当
地
区
：
南
・
高
浜
・
三
村
・
関
川

● 

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　ね
あ
た
り

☎
２
７
・
６
０
０
３

担
当
地
区
：
北
・
府
中

● 

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　八
郷
プ
ロ
バ
ン
ス

☎
４
４
・
３
２
２
１

担
当
地
区
：
瓦
会
・
恋
瀬
・
林
・
東
成
井
・
園
部

● 

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　石
岡
市
医
師
会

☎
３
５
・
２
２
３
０

担
当
地
区
：
石
岡

● 

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　あ
い
あ
い

☎
２
８
・
３
２
３
２

担
当
地
区
：
東
・
杉
並

地域包括支援センター

シ
ル
バ
ー
リ
ハ
ビ
リ
体
操
や
介
護
相

談
、
認
知
症
予
防
の
た
め
の
講
話
な

ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◆
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
【
小
学
校
区
ご
と
に
配
置
】

＊
相
談
や
事
業
の
問
い
合
わ
せ
は
、
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
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児
童
扶
養
手
当
は
、
父
母
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父
親
と
生
計
を

と
も
に
し
て
い
な
い
児
童
の
母
ま
た
は
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
に
対
し
、
児
童
の
健
や
か
な
成
長
を
願
っ
て
支
給

さ
れ
る
手
当
で
す
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
て
い
る

②
父
が
死
亡
し
て
い
る

③
父
が
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ

る④
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い

⑤
父
が
引
き
続
き
、
１
年
以
上
遺

棄
し
て
い
る

⑥
父
が
引
き
続
き
、
１
年
以
上
刑

務
所
な
ど
に
拘
禁
さ
れ
て
い
る

⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
出
産

し
た

⑧
母
が
児
童
を
懐
胎
し
た
当
時
の

事
情
が
不
明
で
あ
る

児
童
扶
養
手
当
の

　
　支
給
対
象
と
な
る
児
童

３ 

人
２ 

人
１ 
人

対
象
児
童
数

４
万
９
７
２
０
円

４
万
６
７
２
０
円

４
万
１
７
２
０
円

月
額
支
給
額

手
当
の
支
給
額

【
全
額
支
給
の
場
合
】

※
３
人
目
以
降
は
３
０
０
０
円
ず
つ

加
算
さ
れ
ま
す
。

【
一
部
支
給
の
場
合
】
　

　

一
部
支
給
の
手
当
額
は
、
月
額

４
万
１
７
１
０
円
か
ら
９
８
５
０
円

ま
で
細
か
く
設
定
さ
れ
ま
す
。

①
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い

と
き

②
公
的
年
金
を
受
け
と
る
こ
と
が

で
き
る
と
き

③
遺
族
補
償
な
ど
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
き

④
父
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
の

加
算
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
き

⑤
児
童
福
祉
法
上
の
里
親
に
委
託

さ
れ
て
い
る
と
き

⑥
父
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る

と
き
（
父
が
一
定
の
障
害
の
状
態

に
あ
る
場
合
を
除
く
）

⑦
母
の
配
偶
者
（
事
実
上
婚
姻
関

係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
も
含

む
）
に
養
育
さ
れ
て
い
る
と
き

⑧
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い

る
な
ど

所
得
に
よ
る
支
給
制
限

　

手
当
を
請
求
す
る
人
（
母
ま
た
は

養
育
者
）
の
所
得
が
政
令
で
定
め
た

額
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
手
当
の
全

部
ま
た
は
一
部
の
支
給
が
停
止
に
な

り
ま
す
。
所
得
制
限
額
は
、
扶
養
人

数
な
ど
に
応
じ
て
変
わ
り
ま
す
。

※
母
が
監
護
す
る
児
童
の
父
か
ら

扶
養
義
務
を
履
行
す
る
た
め
の
費
用

と
し
て
受
け
取
る
金
品
な
ど
に
つ
い

て
、
そ
の
金
額
の
80
％
が
所
得
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

　

児
童
扶
養
手
当
を
現
在
受
給
し
て

い
る
人
は
、
毎
年
８
月
に
現
況
届
を

提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

支
給
要
件
を
確
認
す
る
た
め
に
、
必

ず
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
受
給
者
に
は
８
月
上
旬
に

個
人
通
知
を
し
ま
す
。

手
当
の
申
請

　

児
童
扶
養
手
当
は
申
請
制
で
す
の

で
、
本
人
の
申
請
が
な
い
と
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段

に
よ
り
手
当
を
受
け
た
場
合
は
、
３

年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
30
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

手
当
受
給
者
の
現
況
届

手
当
の
支
給
制
限

　

受
給
期
間
が
５
年
を
経
過
す
る
な

ど
の
要
件
に
該
当
す
る
人
は
、
適
用

除
外
事
由
の
人
を
除
い
て
、
手
当
額

の
２
分
の
１
が
支
給
停
止
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
人
に
は
「
児
童
扶
養
手

当
の
受
給
に
関
す
る
重
要
な
お
知
ら

せ
」
を
送
付
し
ま
す
が
、
就
労
な
ど

の
届
け
出
の
手
続
き
を
す
る
こ
と
に

よ
り
、
５
年
経
過
後
も
同
額
の
手
当

を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

● 

問
い
合
わ
せ

　

市
役
所 

こ
ど
も
福
祉
課

　

☎
２
３
・
１
１
１
１

　
　
　
　
　
　
（
内
線
１
６
３
）

　

八
郷
総
合
支
所 

市
民
窓
口
課

　

☎
４
３
・
１
１
１
１

　
　
　
　
　
（
内
線
１
１
４
５
）

児
童
扶
養
手
当
の

　
　現
況
届
は
８
月
に
提
出
を          

児
童
扶
養
手
当
が

　
　
　支
給
さ
れ
な
い
場
合

※
受
給
資
格
者
が
母
の
場
合
は
、
寡
婦
・
寡
婦

特
別
控
除
は
控
除
し
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　５　 広報いしおか　№１１５



地
上
ア
ナ
ロ
グ
放
送

 　

２
０
１
１
年

　
　

７
月
24
日
ま
で
に
終
了

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

　
　
　の
ぞ
み
で
納
涼
祭

７
月
31
日

　特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
の
ぞ
み
で

は
、
納
涼
祭
を
開

催
し
ま
す
。

　

お
囃
子
、
盆
踊
り
、
模
擬
店
な
ど

楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
が
盛
り
だ
く
さ
ん

で
す
。
ぜ
ひ
、
お
出
で
く
だ
さ
い
。

日
時　

７
月
31
日
（
土
）　

　
　
　

午
後
５
時
～
７
時

※
雨
天
時
は
、
施
設
内
ホ
ー
ル
に
て

開
催
し
ま
す
。
駐
車
場
は
、
ふ
れ
あ

い
の
里
石
岡
を
利
用
く
だ
さ
い
。

場
所
・
問
い
合
わ
せ

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
ぞ
み

光
風
荘
で 

納
涼
祭

７
月
25
日

　障
害
者
支
援
施
設 

光
風
荘
で
は
、

毎
年
恒
例
の
納
涼
祭
を
開
催
し
ま

す
。
沖
縄
ム
ー
ド
満
載
の
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
や
た
く

さ
ん
の
模
擬
店

も
新
メ
ニ
ュ
ー

を
用
意
し
て

待
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
出
で

く
だ
さ
い
。

日
時　

７
月
25
日
（
日
）

　
　
　

午
後
４
時
30
分
～
７
時

場
所
・
問
い
合
わ
せ　

障
害
者
支
援
施
設 

光
風
荘
・
光
風
荘

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

や
さ
と

（
小
倉
４
４
２
―１
）

☎
４
３
・
０
８
１
１

ア
ネ
ッ
ク
ス
（
谷
向
町
13
―23
）

☎
２
２
・
５
８
１
１

（
ふ
れ
あ
い
の
里
石
岡
内

　
　

大
砂
１
０
５
２
７
―６
）

☎
２
７
・
５
５
０
１

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

イ
ベ
ン
ト

募

　
　集

使
用
者
を

　
　募
集
し
て
い
ま
す

【
半
ノ
木
霊
園
】

半
ノ
木
１
１
１
３
２
番
地
２

面
積　

４
㎡
（
２
m
×
２
m
）

　

永
代
使
用
料　

25
万
３
０
０
０
円

面
積　

５
㎡
（
２
m
×
2.5 

m
）

　

永
代
使
用
料　

31
万
６
０
０
０
円

【
龍
神
山
霊
園
】

染
谷
１
８
５
４
番
地
３

面
積　

５
㎡
（
２
m
×
2.5 

m
）

　

永
代
使
用
料　

11
万
５
０
０
０
円

市
営
霊
園

広報いしおか　№１１５　６

石岡市役所
　☎ 23 ー 1111
八郷総合支所
　☎ 43 ー 1111
石岡消防署
　☎ 23 ー 0119
八郷消防署
　☎ 43 ー 6491
火災情報
　☎ 24 ー 1818
テレホンサービス
　☎ 080-0800-7766

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
さ
と
、

介
護
老
人
保
健
施
設
サ
ン
グ
リ
ー
ン

や
さ
と
共
催
で
納
涼
祭
を
開
催
し
ま

す
。
模
擬
店
、
花
火
、
盆
踊
り
な
ど

の
イ
ベ
ン
ト
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で

す
。
ぜ
ひ
、
お
出
で
く
だ
さ
い
。

日
時　

８
月
７
日
（
土
）　

　
　
　

午
後
６
時
30
分
～
８
時
30
分

※
雨
天
順
延
（
８
日
が
雨
の
場
合
は

中
止
）

＊
当
日
は
混
雑
し
ま
す
の
で
、
車
は

乗
り
合
い
で
お
願
い
し
ま
す
。

場
所
・
問
い
合
わ
せ

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

　
　
　や
さ
と
で
納
涼
祭

８
月
７
日

広　告　掲　載　欄



情報　ネットワーク

そ

の

他

営住宅入居者募集

●受付期間

　８月２日（月）～
　　　　17 日（火）

●戸数・家賃

住宅名 募集
戸数 家賃（円）間取 備考

池の台団地 ４ 19,500 ～
　33,600

3DK 水洗自由ヶ丘
団地

２ 20,100 ～
　32,200

正上内台
団地

４ 14,900 ～
　39,600

▲池の台団地

●申し込み・問い合わせ
　　　建築住宅指導課
　　　　　☎ 23-1111（内線 424）

＊家賃は一般世帯の例です。
※単身での申し込みはできません。

市

　

昨
年
度
に
引
き
続
き
、
地
元
の
消

費
拡
大
や
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図

「
元
気
い
し
お
か
商
品
券
」

　８
月
４
日
～ 

販
売
開
始

総
額
１
億
１
０
０
０
万
円

申
込
資
格　

石
岡
市
に
１
年
以
上
住

ん
で
い
る
人
で
、
戸
籍
の
筆
頭
者
ま

た
は
世
帯
主
の
人

・
永
代
使
用
料
は
一
度
限
り
の
納
入

で
す
。

・
管
理
料
は
毎
年
の
支
払
い
で
、
使

用
開
始
月
か
ら
の
月
割
り
計
算
と
な

り
ま
す
。（
年
間
２
５
２
０
円
）

・
埋
葬
で
き
る
の
は
焼
骨
と
遺
骨
の

み
で
す
。

・
石
材
店
お
よ
び
寺
院
・
宗
派
の
指

定
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

・
墓
碑
な
ど
の
設
置
は
届
出
が
必
要

で
、
設
置
基
準
が
あ
り
ま
す
。

受
付
時
間　

月
～
金
曜
日（
閉
庁
日
を
除
き
ま
す
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

＊
申
し
込
み
に
は
、
住
民
票
抄
本
・

認
め
印
・
永
代
使
用
料
・
管
理
料
が

必
要
で
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

環
境
対
策
課

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
線
１
４
１
）

市
の
認
定
賃
貸
住
宅
へ
の

入
居
者
募
集

中
心
市
街
地
を
元
気
に
！

　

市
で
は
、
中
心
市
街
地
の
定
住
人

口
の
確
保
・
増
加
を
図
る
た
め
、
居

住
環
境
が
良
好
な
住
宅
と
し
て
認
定

し
た
賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
者
を
募
集

し
ま
す
。
募
集
は
、
随
時
行
っ
て
い

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
応
募
く
だ
さ
い
。

募
集
戸
数
・
家
賃

国
府
２
─１
─４ 

第
14
Ｓ
Ｙ
ビ
ル

戸
数

間
取
り

賃
料
（
円
）

14

２
Ｄ
Ｋ

（
49
・
５
㎡
）５
万
５
０
０
０
～

　

５
万
８
０
０
０

※
入
居
に
際

し
て
は
、
礼

金
、
仲
介
料
、

更
新
料
は
不

要
で
す
。

　

ま
た
、
一
定
の
収
入
基
準
以
下
の

世
帯
に
は
、
市
が
賃
料
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
の
で
、
市
営
住
宅
の
家
賃

程
度
の
負
担
で
入
居
で
き
ま
す
。

入
居
資
格　

次
に
該
当
す
る
世
帯
の

う
ち
、
政
令
月
収
が
48
万
７
０
０
０

円
以
下
で
、
現
在
所
有
し
て
い
る
住

宅
が
な
く
、
同
居
の
親
族
が
い
る
人

・
高
齢
者
世
帯

・
障
害
者
世
帯

・
子
育
て
世
帯

・
高
齢
者
同
居
世
帯 

な
ど

※
詳
し
い
内
容
は
、
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

建
築
住
宅
指
導
課

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
線
４
２
５
）

る
た
め
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券

「
元
気
い
し
お
か
商
品
券
」
を
発
売

し
ま
す
。

◆
内
容　

１
０
０
０
円
の
商
品
券

11
枚
綴
り
（
１
万
１
０
０
０
円
相

当
・
４
枚
は
大
型
店
で
使
用
可
能
）

を
１
万
円
で
販
売
。
限
定
１
万
セ
ッ

ト
で
、購
入
は
一
人
10
セ
ッ
ト
ま
で
。

売
り
切
れ
次
第
終
了
と
な
り
ま
す
。

◆
販
売
日
程
・
場
所

・
８
月
４
日
（
水
）
～

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　

石
岡
商
工
会
議
所
・
八
郷
商
工
会

※
８
月
４
日
（
水
）
～
６
日
（
金
）

の
３
日
間
は
、
市
役
所
と
八
郷
総
合
支

所
の
１
階
ロ
ビ
ー
で
も
販
売
し
ま
す
。

＊
７
月
25
日
（
日
）
に
は
、
い
し
お

か
七
夕
ま
つ
り
会
場
で
、
先
行
販
売

（
１
０
０
０
セ
ッ
ト
）
を
行
い
ま
す
。

◆
商
品
券
使
用
期
間

８
月
４
日
～
平
成
23
年
１
月
10
日

問
い
合
わ
せ

石
岡
商
工
会
議
所

☎
２
２
・
４
１
８
１

八
郷
商
工
会 

☎
４
３
・
０
２
４
７

　７　 広報いしおか　№１１５
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国勢 査調2010

10月１日（金）
　国勢調査を実施します！

●問い合わせ
　企画課 統計担当
　  ☎ 23-1111
       （内線 222）

　

浄
化
槽
の
所
有
者
は
、
保
守
点
検

と
清
掃
を
定
期
的
に
行
い
、
そ
れ
ら

が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認

す
る
た
め
の
法
定
検
査
を
毎
年
受
け

る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
法
定
検
査
を
受
け
て
い
な
い

人
に
は
、
指
導
・
勧
告
・
命
令
が
出

さ
れ
、
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
は

過
料
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
県
指
定
検
査
機
関
で
あ
る

（
社
）
茨
城
県
水
質
保
全
協
会
に
申

し
込
み
の
う
え
、
必
ず
受
検
し
て
く

だ
さ
い
。

※
県
の
職
員
が
直
接
、
受
検
指
導
に

訪
問
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
し
込
み

（
社
）
県
水
質
保
全
協
会

☎
０
２
９
・
２
２
７
・
４
８
３
６

問
い
合
わ
せ

法
定
検
査
を

　
　
　受
け
ま
し
ょ
う

浄
化
槽
の
所
有
者
へ

家
族
介
護
慰
労
金
を

　
　
　
　支
給
し
ま
す

　市
で
は
、
在
宅
の
ね
た
き
り
高
齢

者
な
ど
の
介
護
を
行
っ
て
い
る
家
族

に
対
し
、
家
族
介
護
慰
労
金
を
支
給

し
て
い
ま
す
。

対
象
者　

次
の
①
〜
③
の
項
目
す
べ

て
に
該
当
す
る
人

①
７
月
31
日
現
在
、
介
護
保
険
法

の
要
介
護
４
ま
た
は
５
（
相
当
す
る

人
を
含
み
ま
す
）
に
認
定
さ
れ
た
被

介
護
者
と
同
居
し
、
常
時
介
護
し
て

い
る
人

②
市
民
税
非
課
税
世
帯

③
対
象
と
な
る
被
介
護
者
が
、
平

成
21
年
８
月
１
日
か
ら
平
成
22
年
７

月
31
日
の
間
に
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
て
い
な
い
世
帯
（
一
週
間

ま
で
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
除
く
）

申
請
期
間　

８
月
２
日
（
月
）
〜
31
日
（
火
）

い
し
お
か
イ
ベ
ン
ト
広
場

を
利
用
す
る
人
へ

〜 

お
願
い 

〜

新
し
い
農
業
者
年
金
に

　
　
　加
入
し
ま
し
ょ
う

農
業
従
事
者
を
応
援
し
ま
す

　

国
が
支
え
る
、
安
心
が
大
き
く
な

る
「
担
い
手
積
立
年
金
」
農
業
者

年
金
に
加
入
し
ま

し
ょ
う
。

年
金
制
度
の
特
色

・
農
業
に
従
事
す
る
人
は
、
広
く
加

入
で
き
ま
す
。

・
80
歳
ま
で
の
保
証
が
つ
い
た
終
身

年
金
で
す
。

・ 

保
険
料
は
自
由
に
選
択
で
き
ま
す
。

・
安
定
し
た
年
金
の
財
政
運
営
が
で

き
る
仕
組
み
で
す
。

・
意
欲
あ
る
担
い
手
に
は
、
保
険
料

の
助
成
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
４
３
・
１
１
１
１
（
内
線
１
３
２
４
）

　

夏
休
み
に
親
子
で
点
字
を
学
び
ま

せ
ん
か
。
ほ
か
に
も
、
目
が
見
え
に

く
い
人
の
た
め
の
生
活
用
品
紹
介
、

夏
休
み

　親
子
福
祉
体
験
講
座

８
月
７
・
21
日

※
閉
庁
日
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

申
請
場
所　

市
役
所 

高
齢
福
祉
課

ま
た
は
八
郷
総
合
支
所 

市
民
窓
口

課
に
直
接
申
請
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

高
齢
福
祉
課

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
線
１
０
９
）

県 

生
活
環
境
部 

環
境
対
策
課

☎
０
２
９
・
３
０
１
・
２
９
６
６

手
引
き
や
白
は
く
じ
ょ
う
杖
歩
行
体
験
な
ど
も
行

い
ま
す
。

日
時　

８
月
７
日
（
土
）・
21
日（
土
）

　
　
　

午
前
９
時
〜
正
午

場
所

　光
風
荘 

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

な
の
は
な
（
谷
向
町
13
─23
）

対
象
者　

小
中
学
生
と
そ
の
保
護
者

定
員　

10
組
20
名

受
講
料　

無
料

申
込
方
法　

電
話
で
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

申
込
締
切　

７
月
30
日
（
金
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

障
害
者
支
援
施
設 

光
風
荘

☎
２
２
・
５
８
１
１

　

い
し
お
か
イ
ベ
ン
ト
広
場
は
、

フ
ェ
ン
ス
工
事
の
た
め
、
８
月
31
日

（
火
）
ま
で
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
中
央
図
書
館
の
駐
車
場
と

し
て
使
用
し
て
い
る
場
所
の
一
部
も

対
象
に
な
り
ま
す
の
で
、
利
用
す
る

人
は
注
意
く
だ
さ
い
。

　

不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
理
解

の
う
え
協
力
願
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

中
央
図
書
館

☎
２
４
・
１
５
０
７
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市民
広場広場広場
の

〰市民の広場⑮

■ 

投
稿
先
・
問
い
合
わ
せ

〒
３
１
５
-８
６
４
０

石
岡
一
丁
目
１
番
地
１

秘
書
広
聴
課 

広
報
担
当
宛

☎
２
３
・
１
１
１
１

　
　

  

（
内
線
２
１
３
）

　
「
広
報
い
し
お
か
」
が
よ
り
身
近

に
な
る
よ
う
『
市
民
の
広
場
』
を
開

設
し
て
い
ま
す
。

 

わ
た
し
の
一
言
、
は
が
き
絵
画
、

い
し
お
か
メ
モ
リ
ー
な
ど
に
あ
な
た

の
作
品
を
投
稿
し
て
く
だ
さ
い
。

募集中

投
稿
を
待
っ
て
い
ま
す

市
民
の
広
場

　

こ
の
頃
は
、
子
ど
も
会
活
動
が
盛

ん
で
し
た
。
特
に
、
夏
休
み
に
は
各

地
区
の
子
ど
も
会
で
、
遠
足
や
海
水

浴
、
廃
品
回
収
な
ど
様
々
な
行
事
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

『
オ
ア
シ
ス
運
動
』
　

標
語
の
部
入
選
作
品

　

市
で
は
、
地
域
の
誰
も
が
声
を

掛
け
合
い
、
よ
り
明
る
く
和
や
か

な
潤
い
の
あ
る
家
庭
や
地
域
づ
く

り
を
進
め
る
た
め
、
オ
ア
シ
ス
運

動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一

環
と
し
て
、毎
年
オ
ア
シ
ス
作
文
・ 羽

成　

塁る
い

（
南
小　
１
年
）　　
　
　

あ
り
が
と
う　

み
ん
な
な
か
よ
し　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
ほ
う
の
こ
と
ば

お
は
よ
う
の　

あ
い
さ
つ
す
る
と　

し
あ
わ
せ
気
ぶ
ん

今
日
も
一
日　

す
て
き
な
え
顔

☆優良賞☆

飯
田　

健
太
（
関
川
小 

２
年
）　　

 

●
オ
ア
シ
ス
運
動

   

オ 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す

   

ア 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

   

シ 

し
つ
れ
い
し
ま
す

   

ス 

す
み
ま
せ
ん

■はかり検査を実施■

日
時（
８
月
）

会　
　

場

18
日
午
前
小
桜
地
区
公
民
館

午
後
小
幡
地
区
公
民
館

19
日
午
前
恋
瀬
地
区
公
民
館

午
後
園
部
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

20
日

全
日

城
南
地
区
公
民
館

23
日

八
郷
総
合
支
所

24
日

東
地
区
公
民
館

25
日

国
府
地
区
公
民
館

26
日

府
中
地
区
公
民
館

＊
午
前
：
午
前
10
時
30
分
〜
正
午

　

午
後
：
午
後
１
時
〜
３
時

※
18
・
19
日
の
午
後
は
、
午
後
１
時

　

30
分
〜
３
時

　

取
引
や
証
明
に
使
用
す
る
は
か
り
は
、

２
年
に
１
回
定
期
検
査
を
受
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
市
で
も
、
次
の
日
程

で
検
査
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず

に
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

計
量
士
に
よ
る
検
査
を
希
望
す
る
場

合
は
、
別
途
料
金
が
か
か
り
ま
す
。　

　

詳
細
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
当
日
持
参
す
る
も
の
◆

　

認
め
印
・
検
査
手
数
料
・
は
か
り
（
分

銅
・
お
も
り
も
持
参
）・
受
検
通
知
ハ
ガ

キ
（
前
回
受
検
者
に
送
付
）

※
今
回
受
検
す
る
は
か
り
が
前
回
と
異

な
る
場
合
（
新
規
・
廃
止
な
ど
）
は
、

商
工
観
光
課
へ
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

生
涯
学
習
課

　

☎
４
３
・
１
１
１
１

　
　
（
内
線
１
２
３
８
）

標
語
を
小
中
学
校
、
高
等
学
校
、

一
般
か
ら
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
標
語
の
部
の
優
良
賞
の

う
ち
の
２
作
品
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
今
回
紹
介
し
て
い
な
い

優
良
賞
作
品
は
随
時
紹
介
し
ま
す
。

■問い合わせ
　・商工観光課　　☎ 23-1111（内線 482）
　・県計量検定所　☎ 029-221-2763

◆
定
期
検
査
日
程
◆

いしおかメモリー

▲昭和 37年８月　佐久杉の子会の廃品回収の様子

　９　 広報いしおか　№１１５



　

☎
２
２
・
２
９
５
０

【
育
児
相
談
（
電
話
・
来
所
）】

・
月
～
金
曜
日

・
午
後
１
時
～
４
時

問 

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
４
・
８
０
１
１

【
教
育
相
談
】

・
月
～
金
曜
日

・
午
前
９
時
30
分
～
正
午

・
午
後
１
時
～
５
時

問 

教
育
相
談
室
（
府
中
小
学
校
内
）

　

☎
２
４
・
５
５
１
９

【
年
金
相
談
（
要
予
約
）】

◎
常
陽
銀
行 

石
岡
支
店

・
４
日   

午
前
10
時
～
午
後
３
時

問 

☎
２
３
・
１
２
０
２

◎
郵
便
局

・
24
日　

石
岡
郵
便
局

・
18
日　

八
郷
郵
便
局

・
午
前
９
時
～
午
後
４
時

問 
石
岡
郵
便
局
☎
２
２
・
２
４
０
６

　

 

八
郷
郵
便
局
☎
４
３
・
０
０
０
１

【
年
金
・
社
会
保
険
相
談
】

・
６
日   

午
前
10
時
～
午
後
３
時

【
不
動
産
相
談
（
要
予
約
）】

・
６
日   

午
後
１
時
～
４
時

・
会
場
…
サ
ポ
ー
ト
・
ワ
ン

問 

石
岡
商
工
会
議
所

　

☎
２
２
・
４
１
８
１

【
法
律
相
談
（
要
予
約
）】

・
３
日
（
八
郷
総
合
支
所
）

・
10
・
17
・
24
日
（
市
役
所
）

・
午
後
１
時
～
４
時

問 

秘
書
広
聴
課

【
心
配
ご
と
相
談
】

・
６
・
13
・
20
・
27
日

　
　
　
　
　
　
（
国
府
地
区
公
民
館
）

・
５
・
12
・
19
・
26
日
（
中
央
公
民
館
）

・
午
後
１
時
～
３
時

問 
社
会
福
祉
協
議
会

　

石
岡
本
所　

☎
２
２
・
２
４
１
１

　

八
郷
支
所　

☎
３
６
・
４
３
１
１

【
女
性
の
た
め
の
困
り
ご
と
相
談

（
要
予
約
）】

・
５
・
12
・
19
・
26
日
（
市
役
所
）

・
24
日
（
八
郷
総
合
支
所
）

・
午
後
１
時
30
分
～
４
時

問 

企
画
課

【
休
日
納
税
相
談
・
納
付
受
付
】

・
７
・
14
・
21
・
28
日

・
午
前
９
時
～
午
後
４
時

【
夜
間
納
税
相
談
・
納
付
受
付
】

・
４
・
11
・
18
・
25
日

・
午
後
５
時
15
分
～
７
時

問 

収
納
対
策
課

【
消
費
生
活
相
談
】

・
月
～
金
曜
日

・
午
前
10
時
～
正
午

・
午
後
１
時
～
４
時
30
分

問 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
市
役
所
内
）

【
精
神
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
要
予
約
）】

・
第
２
・
３
金
曜
日

・
午
後
２
時
～
４
時

問 

土
浦
保
健
所

　

☎
０
２
９
・
８
２
１
・
５
５
１
６

【
交
通
事
故
相
談
】

・
月
～
金
曜
日

・
午
前
９
時
～
正
午

・
午
後
１
時
～
４
時
45
分

【
交
通
事
故
弁
護
士
相
談（
要
予
約
）】

・
第
１
・
第
３
水
曜
日　

・
午
後
１
時
～
４
時

問 

県
南
地
方
交
通
事
故
相
談
所

　

☎
０
２
９
・
８
２
３
・
１
１
２
３

【
身
体
障
害
者
（
児
）・
戦
傷
病
者
補

装
具
等
巡
回
相
談
】

・
18
日　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

・
会
場
…
ワ
ー
ク
ヒ
ル
土
浦

　
（
土
浦
市
木
田
余
東
台
４
―１
―１
）

※
身
体
障
害
者
（
戦
傷
病
者
）
手
帳

　

と
認
め
印
を
持
参

問 

土
浦
市
役
所 

障
害
福
祉
課

　

☎
０
２
９
・
８
２
６
・
１
１
１
１

石岡市役所  　☎ 23-1111・　 石岡保健センター ☎ 24-1386
八郷総合支所  ☎ 43-1111・　 八郷保健センター ☎ 43-6655

８		月
無料相談 ・ 納税 ・ 献血

休日 ・ 緊急診療 ・ 健診など

石

八

問は問い合わせ先

★ 

イ
ベ
ン
ト 

★

◎
Ｋ
―
マ
ル
シ
ェ

・
午
前
８
時
30
分
～
10
時
30
分

【
い
し
お
か
イ
ベ
ン
ト
広
場
】

・
８
月
11
日
（
水
）・
28
日
（
土
）

【
八
郷
総
合
支
所 

駐
車
場
・
日
曜
日
】

・
８
月
８
日
・
22
日

問 

農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎
４
３
・
１
１
１
１

◎
納
涼
市
民
盆
踊
り
大
会

・
８
月
７
日
（
土
）
雨
天
順
延

問 

石
岡
市
民
盆
踊
り

実
行
委
員
会
事
務
局

　
（
市
民
生
活
課
内
）

　

☎
２
３
・
１
１
１
１

★
無
料
相
談
★

★
献

　
　血

★

＊
12
日
（
木
）

　

ウ
ェ
ル
サ
イ
ト
石
岡

　

・
午
前
10
時
～
11
時
45
分

　

・
午
後
１
時
～
４
時

＊
24
日
（
火
）

　

ジ
ャ
ス
コ
石
岡
店

　

・
午
前
10
時
～
11
時
45
分

　

・
午
後
１
時
～
４
時
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● 

休
日
診
療
当
番
医

・
受
付　

 

午
前
９
時
～
11
時
30
分

　
　
　

   

午
後
１
時
～
３
時
30
分

◎ 

外
科

１
日
（
日
）  　

８
日
（
日
）
石
岡
市
医
師
会
病
院

 

☎
２
２
・
４
３
２
１

15
日
（
日
）

22
日
（
日
）
石
岡
循
環
器
科

脳
神
経
外
科
病
院

 

☎
５
８
・
５
２
１
１

29
日
（
日
）
府
中
ク
リ
ニ
ッ
ク

 

☎
２
２
・
２
１
４
６

◎ 

歯
科

14
日
（
土
）
比
企
歯
科
医
院

 

☎
２
６
・
１
４
５
６

15
日
（
日
）
町
田
歯
科
医
院

 

☎
２
２
・
２
４
６
４

16
日
（
月
）
東
歯
科
医
院

 

☎
４
３
・
６
６
４
８

● 

緊
急
診
療
所

　
　
（
内
科
・
小
児
科
）

● 

母　

子

◎
マ
タ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル（
要
予
約
）

　
　
　
【
１
課
】
９
日

　

八
郷
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
前
９
時
～
正
午

　
　
　
【
２
課
】
23
日

　

石
岡
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
前
９
時
30
分
～
正
午

◎
子
育
て
相
談
室

　
　
　
（
０
～
１
歳
３
か
月
児
）

　

３
・
10
日 

石
岡
保
健
セ
ン
タ
ー

　

11
日         

八
郷
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
前
９
時
～
10
時
30
分

◎
４
か
月
児
健
診

　
　
　
（
平
成
22
年
３
月
生
ま
れ
）

　

３
日　

石
岡
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
後
１
時
～
１
時
30
分

　
◎
１
歳
児
健
康
相
談

　
　
（
平
成
21
年
８
月
生
ま
れ
）

　
　

10
日　

石
岡
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
後
１
時
～
１
時
30
分

　
　

６
日　

八
郷
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
前
９
時
30
分
～
10
時　

◎
１
歳
６
か
月
児
健
診

　
　

 　
（
平
成
21
年
１
月
生
ま
れ
）

　

17
日　

石
岡
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
後
１
時
～
１
時
30
分

◎
２
歳
児
母
子
歯
科
健
診

　
　
（
平
成
20
年
５
月
生
ま
れ
）

　

11
日　

石
岡
保
健
セ
ン
タ
ー

◎
ピ
カ
ピ
カ
歯
み
が
き
教
室
（
要

予
約
・
フ
ッ
化
物
塗
布
を
希
望
す
る

未
就
学
児
）

　
　

11
日　

石
岡
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
後
１
時
～
１
時
30
分　
　

　
　

５
日　

八
郷
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
後
１
時
30
分
～
２
時
30
分　

◎
３
歳
児
健
診

　
　
　
（
平
成
19
年
５
月
生
ま
れ
）

　

25
日　

石
岡
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
後
１
時
～
１
時
30
分

● 

成　

人

◎
地
区
健
診

　
　
（
要
保
険
証
・
受
診
券
）

　
　

午
前
：
午
前
９
時
30
分
～
11
時

　
　

午
後
：
午
後
１
時
30
分
～
３
時

　
　

２
日　

林
地
区
公
民
館

　
　

３
日　

瓦
会
地
区
多
目
的
研
修

　
　
　
　
　

セ
ン
タ
ー　

　
　

４
日　

恋
瀬
地
区
公
民
館

石

８月 

◎
健
康
相
談

　
　

９
日　

八
郷
保
健
セ
ン
タ
ー　

　

午
前
９
時
30
分
～
11
時

◎
子
宮
が
ん
・
乳
が
ん
検
診（
要
予
約
）

　
　

26
・
27
・
28
・
31
日

　

八
郷
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
後
０
時
20
分
～
１
時
10
分　

◎
生
活
習
慣
改
善
指
導
（
要
予
約
）

　
　

11
日　

午
前
９
時
30
分
～
11
時

　
　

26
日　

午
後
１
時
～
３
時　

　

石
岡
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　

23
日　

午
前
９
時
30
分
～
11
時

　

八
郷
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　◎

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
要
予
約
）

　
　

６
・
20
・
27
日　

　

石
岡
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
後
１
時
～
３
時　
　

　
　

５
・
12
・
19
・
26
日

　

八
郷
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

● 

精　

神

◎
心
の
健
康
相
談
（
要
予
約
）

　
　

16
日　

石
岡
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　

４
日　

八
郷
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

◎
精
神
デ
イ
ケ
ア
（
要
予
約
）

　
　

16
日　

石
岡
保
健
セ
ン
タ
ー　

　
　

11
日　

八
郷
保
健
セ
ン
タ
ー

　

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

★ 

休
日
・
緊
急
診
療 
★

八

石

八

★
今
月
の
納
税
な
ど
★

・
市
県
民
税 

…
…
…
…
…
…
第
２
期

・
介
護
保
険
料 

…
…
…
…
…
第
３
期

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
第
２
期

★
納
期
限　

８
月
31
日
（
火
）

　
　

石
岡
地
区
・　
　

八
郷
地
区

　
　

石★
健
康
診
査
な
ど
★

八

八

石

石

八

石

八

石

八

八石

八

石

石

八

石

八

石

八 八

八 八八石 石

１
・
８
・
15
・
22
・
29
日

受
付
午
前
９
時
～
11
時
30
分

午
後
１
時
～
３
時
30
分

１
・
７
・
８
・
14
・
15
・
21
・

22
・
28
・
29
日

受
付
午
後
６
時
～
９
時
30
分

・
緊
急
診
療
所
（
医
師
会
病
院
内
）

   

☎
２
３
・
３
５
１
５

夜間 休日

１１　 広報いしおか　№１１５

広　告　掲　載　欄



第
34
回  

納
涼
市
民
盆
踊
り
大
会

◆
内
容 

・
子
ど
も
輪
投
げ
大
会

・
お
楽
し
み
抽
選
会

　

盆
踊
り
抽
選
引
換
券
（
一
人
一
枚
）
を
持

参
し
た
先
着
８
０
０
人　

・
盆
踊
り
コ
ン
テ
ス
ト

　

参
加
者
全
員
に
参
加
賞
を
、
コ
ン
テ
ス
ト

入
賞
者
に
は
素
敵
な
賞
品
を
用
意
し
て
い
ま

す
の
で
、
ふ
る
っ
て
参
加
く
だ
さ
い
。

★
夕
市
に
出
店
す
る
団
体
・
個
人
を
募
集
！

・
先
着
10
店
舗

・
出
店
料
…
無
料
（
テ
ン
ト
や
テ
ー
ブ
ル
、

イ
ス
な
ど
必
要
な
備
品
は
、
各
自
準
備
願
い

ま
す
。
ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
は
、
使
用
不
可
）

※
申
し
込
み
は
、
事
務
局
ま
で

★
実
行
委
員
会
で
は
、
商
店
会
や
企
業
か
ら

の
お
楽
し
み
抽
選
会
の
賞
品
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
車
は
、
い
し
お
か
イ
ベ
ン
ト
広
場
内
の
駐

車
場
を
利
用
く
だ
さ
い
。

■ 

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

　

  

石
岡
市
民
盆
踊
り
実
行
委
員
会
事
務
局

　
　
（
市
民
生
活
課
内
）　　

　
　

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
線
２
６
５
）

盆踊り大会進行表

午後
5 :30 ～ 受付（抽選券交付）

６:00 ～ 八郷太鼓「夢ひびき」
子ども輪投げ大会

６:40 ～ 開会

６:45 ～ 相馬盆唄・豊年踊り
市民音頭

７:10 ～ あいさつ（主催者・来賓）
７:20 ～ 盆踊りコンテスト・相馬盆唄

８:00 ～ 豊年踊り
８:10 ～ 盆踊りコンテスト審査発表
８:30 ～ 閉会
８:35 ～ お楽しみ抽選会

〜
夕
市
も
同
時
開
催
〜

※１
人１
枚に
限る

い
し
お
か

イ
ベ
ン
ト
広
場

至土浦

至笠間

至柿岡

市
立
中
央
図
書
館

会  

場  

案  

内  

図
至水戸

ＪＲ石岡駅至
水
戸

至
高
浜

盆
踊
り
抽
選

引
換
券

　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
楽

し
い
時
間
を
過
ご
す
遊
び
の
場
を
提

供
し
た
り
、
心
配
ご
と
を
一
緒
に
考

え
た
り
し
ま
す
。
お
母
さ
ん
同
士
の

友
達
も
た
く
さ
ん
で
き
ま
す
。

　

一
緒
に
楽
し
い
子
育
て
を
し
ま

し
ょ
う
。
ぜ
ひ
、
遊
び
に
き
て
く
だ

さ
い
。

【
要
予
約
】・
各
親
子
先
着
15
組 

♥
わ
く
わ
く
ベ
ビ
ー　
　
　
　

３
日

・
対
象
：
０
〜
１
歳
６
か
月
未
満

♥
わ
く
わ
く
キ
ッ
ズ　
　
　
　

10
日

・
対
象
：
１
歳
６
か
月
以
上

♥
出
前
保
育
（
ひ
ま
わ
り
の
館
）
31
日

・
午
前
10
時
集
合

＊
予
約
は
、
７
月
22
日
（
木
）
か
ら

受
け
付
け
ま
す
。
電
話
か
来
所
で
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
自
由
参
加
】・
午
前
10
時
30
分
〜

♥
お
は
な
し
シ
ア
タ
ー 

６
・
12
・
20
日

♥
作
っ
て
遊
ぼ
う　
　
　
　
　

24
日

♥
リ
ズ
ム
あ
そ
び　

  　

 

18
・
25
日

♥
水
あ
そ
び　
　
　

５
・
19
・
26
日

♥
運
動
あ
そ
び　
　
　
　

４
・
11
日

♥
誕
生
会　
　
　
　
　
　
　
　

27
日

♥
身
体
測
定　
　
　
　
　
　
　

17
日

♥
室
内
・
園
庭
開
放

・
月
〜
金
曜
日

・
午
前
９
時
〜
正
午

・
午
後
１
時
〜
３
時
30
分

【
育
児
相
談
（
電
話
・
来
所
）】

・
月
〜
金
曜
日

・
午
後
１
時
〜
４
時

＊
詳
細
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

☀
問
い
合
わ
せ

　

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
（
や
さ
と
中
央
保
育
所
内
） 

　

☎
４
４
・
８
０
１
１

☀
８
月
の
カ
レ
ン
ダ
�

☀
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　だ
よ
り
☀

◆
と

　き   

　

８
月
７
日
（
土
）

　
　
　

午
後
５
時
30
分
〜

※
雨
天
時
は
翌
日
に
順
延
。
順
延

　

は
、
９
日
（
月
）
ま
で
。

◆
と
こ
ろ   

　い
し
お
か
イ
ベ
ン
ト
広
場

　
　
　
　
　
（
中
央
図
書
館
前
）
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主
催　

石
岡
市
民
盆
踊
り
実
行
委
員
会　

共
催　

石
岡
市

後
援　

石
岡
商
工
会
議
所
／
石
岡
商
店
会
連
合
会
／
石
岡
市
観

　
　
　

光
協
会
／
ひ
た
ち
野
農
業
協
同
組
合
／
石
岡
市
民
謡
舞

　
　
　

踊
連
合
会
／
石
岡
囃
子
連
合
保
存
会
／
石
岡
市
区
長
自

　
　
　

治
連
合
会
／
柏
原
工
業
団
地
運
営
協
議
会

キ
  リ
  ト
  リ
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